
平成1 9年5月1 8日

京 都 府

京 都 地 方 気 象 台

土砂災害警戒情報の発表開始について土砂災害警戒情報の発表開始について土砂災害警戒情報の発表開始について土砂災害警戒情報の発表開始について

平成19年6月1日（金）から京都府と京都地方気象台が共同で

土砂災害警戒情報の発表を開始します。

近年多発する土砂災害による被害防止、軽減を目的として、京都府と京都地方気象台は

共同して大雨による土砂災害のおそれがあるときに、市町村が避難勧告を発令する際の判

、 「 」断や住民の自主避難の目安のひとつとなるよう 平成19年6月1日より 土砂災害警戒情報

（別図-1）の発表を開始します。

この情報は京都地方気象台から京都府を通じて市町村に伝達するとともに報道機関を通

じて、府民への周知を図ります。また、京都府から土砂災害警戒情報を補足する情報とし

て、土砂災害危険度情報をインターネットを通じて広く府民に周知します。

[発表対象地域][発表対象地域][発表対象地域][発表対象地域]

土砂災害警戒情報は府内全域を対象とし、府を53ブロックに分割した単位（別表-1）で

発表します。

[発表基準][発表基準][発表基準][発表基準]

土砂災害警戒情報の発表及び解除は、それぞれ次の項目のいずれかに該当する場合に京

都府と京都地方気象台が協議して行います。

大雨警報発表中に気象庁が作成する降雨予測に基づき作成された指標が監視基準発表発表発表発表

に達した場合。

実況値が監視基準を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しないと予想され解除解除解除解除

る場合や無降水状態が長時間継続している場合。

[参考][参考][参考][参考]

京都地方気象台は、この情報発表開始に合わせ、大雨警報の切り替え（重要変更）を発

、 「 」 「 」展的に解消し 今後の土砂災害への警戒の呼びかけは 大雨警報 と 土砂災害警戒情報

によることとします。

本件に関する問い合わせ先

・京都府土木建築部治水総括室砂防室 （℡ 075-414-5318）

・京都地方気象台防災業務課 （℡ 075-841-3006）
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別表-1別表-1別表-1別表-1

京都市域京都市域京都市域京都市域

京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市下京

区、京都市南区、京都市右京区、京都市伏見区、京都市山科区、京都市西京区

現市町村での発表区域現市町村での発表区域現市町村での発表区域現市町村での発表区域

伊根町、宮津市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町、八幡市、久

御山町、宇治市、城陽市、京田辺市、井手町、宇治田原町、精華町、和束町、笠置町、

南山城村

旧市町（平成合併以前）での発表区域旧市町（平成合併以前）での発表区域旧市町（平成合併以前）での発表区域旧市町（平成合併以前）での発表区域

、 、 、 、 、京丹後市峰山町 京丹後市大宮町 京丹後市網野町 京丹後市丹後町 京丹後市弥栄町

京丹後市久美浜町、与謝野町旧岩滝町、与謝野町旧加悦町、与謝野町旧野田川町、福知

山市旧福知山市域、福知山市三和町、福知山市夜久野町、福知山市大江町、京丹波町旧

丹波町、京丹波町旧瑞穂町、京丹波町旧和知町、南丹市園部町、南丹市美山町、南丹市

八木町、南丹市日吉町、木津川市木津町、木津川市山城町、木津川市加茂町


